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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
基材フィルムに印刷層、ホログラムパターン層、蒸着層を順次形成したホログラムパター
ン付きフィルムにおいて、前記印刷層のうち、可視光透過率が高く且つホログラムパター
ンの発現が要求されない印刷層の領域のみの上に、下地インキ層、遮光インキ層、保護イ
ンキ層から成るホログラム隠蔽層を形成し、
前記保護インキ層の表面の摩擦抵抗が、前記ホログラム隠蔽層以外の領域における、前記
基材フィルム及び前記印刷層の表面の摩擦抵抗と同じであることを特徴とするホログラム
パターン付きフィルム。
【請求項２】
前記基材フィルムはポリエステルフィルムであることを特徴とする請求項１に記載のホロ
グラムパターン付きフィルム。
【請求項３】
前記下地インキ層のインキが白色インキであることを特徴とする請求項１または請求項２
に記載のホログラムパターン付きフィルム。
【請求項４】
前記遮光インキ層のインキが銀色インキであることを特徴とする請求項１乃至請求項３の
いずれか１項に記載のホログラムパターン付きフィルム。
【請求項５】
前記保護インキ層のインキが白色インキであることを特徴とする請求項１乃至請求項４の



(2) JP 5505663 B2 2014.5.28

10

20

30

40

50

いずれか１項に記載のホログラムパターン付きフィルム。
【請求項６】
前記請求項１乃至請求項５のいずれか１項に記載のホログラムパターン付きフィルムを、
接着層を介して容器に接着したホログラム容器。
【請求項７】
前記容器が金属缶であることを特徴とする請求項６に記載のホログラム容器。 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、可視光透過率が高く、且つホログラムパターンの発現が要求されない印刷デザ
インに対して、その色調を変化させることなくホログラムパターンを確実に隠蔽し、しか
も、ホログラムパターン層の形成前の印刷層及びホログラム隠蔽層が形成された基材フィ
ルムを、ロールに巻き取る際の皺を防止することが可能なホログラムパターン付きフィル
ム及びそのフィルムを用いたホログラム容器に関する。
【背景技術】
【０００２】
近年、意匠性の向上を目的として、容器、包装物その他の対象物の外面にホログラムパタ
ーンを有するものが提案されている。このホログラムパターンは平面内に記録されたエン
ボス状又はレリーフ状をなす微細な凹凸形状とした溝であり、このホログラムパターンを
備えたフィルムを別途作成し対象物の外面に貼着している。このホログラムパターンを備
えたフィルムは基材層、印刷層、ホログラムパターン層、蒸着層、接着層が順次形成され
ている（例えば特許文献１）。印刷層は所定の印刷デザインに合わせて一部若しくは全面
に形成されており、印刷が施されていない部分或いは、透明性のある印刷が施されている
領域ではホログラムパターンが発現し、不透明な印刷を施した領域ではホログラムパター
ン層が隠蔽されホログラムパターンは消失する。
【０００３】
【特許文献１】再表ＷＯ２００９／０１３８８３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
しかしながら、この構成では濃色系等の可視光透過率が低い印刷デザイン上では意匠性に
何ら問題は発生しないが、白色や淡色系等の可視光透過率が高い印刷デザイン上において
は、入射した光が印刷層を透過し蒸着層へ到達し反射することで、本来ホログラムパター
ンが要求されない領域にホログラムパターンが裏写り３２となって発現され意匠性が低下
してしまう（図２ａ）。そこで、一般的には印刷層とホログラムパターン層の間に、遮光
を目的に銀色等の可視光透過率が低いインキ層から成るホログラム隠蔽層を形成すること
が考えられるが、この場合、可視光透過率が低いインキの色調が印刷デザインの色調に影
響を与え、印刷デザインの色調が暗くなってしまう。又、特に遮光を目的に一般的に用い
られる銀色のインキでは含有されるアルミニウム粉末の影響で表面の摩擦抵抗が基材フィ
ルムや他の領域の印刷層に比較し著しく大きくなり、このようなホログラムパターン層形
成前の印刷層及びホログラム隠蔽層が形成されたフィルムは、ロールに巻き取る際にフィ
ルムの幅方向のテンションが不均一となり、フィルムに皺が発生してしまう。
【０００５】
これに対して、本願の発明者は、鋭意研究を行った結果、可視光透過率が高く、且つホロ
グラムパターンの発現が要求されない印刷デザインに対して、印刷層とホログラム層との
間に、下地インキ層、遮光インキ層、保護インキ層から成るホログラム隠蔽層を形成する
ことにより、印刷デザインの色調を変化させることなくホログラムパターンを確実に隠蔽
し、しかも、ホログラムパターン層の形成前の印刷層及びホログラム隠蔽層が形成された
フィルムを、ロールに巻き取る際の皺を防止することが可能であることを見出した。
【０００６】
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そこで本発明は、印刷デザインの色調を変化させることなくホログラムパターンを確実に
隠蔽して意匠性を高め、さらに、ホログラムパターン層の形成前の印刷層及びホログラム
隠蔽層が形成されたフィルムを、ロールに巻き取る際の皺を防止することが可能なホログ
ラムパターン付きフィルム及びそのフィルムを用いたホログラム容器を提供することを目
的とする。　
【課題を解決するための手段】
【０００７】
前記課題を解決するために、本発明のホログラムパターン付きフィルム及びホログラム容
器は、基材フィルムに印刷層、ホログラムパターン層、蒸着層を順次形成したホログラム
パターン付きフィルムにおいて、前記印刷層のうち、可視光透過率が高く、且つホログラ
ムパターンの発現が要求されない印刷層の領域のみの上に、下地インキ層、遮光インキ層
、保護インキ層から成るホログラム隠蔽層を形成し、保護インキ層の表面の摩擦抵抗が、
ホログラム隠蔽層以外の領域における、基材フィルム及び印刷層の表面の摩擦抵抗と同じ
であることを特徴とする。 
【０００８】
本発明のホログラムパターン付きフィルムは、１，前記基材フィルムはポリエステルフィ
ルムであること、２，前記下地インキ層のインキが白色インキであること、３，前記遮光
インキ層のインキが銀色インキであること、４，前記保護インキ層のインキが白色インキ
であること、が好ましい。
【０００９】
また、本発明のホログラム容器は、前記ホログラムパターン付きフィルムを用い、接着層
を介して容器に接着することを特徴とし、前記容器が金属缶であることが好ましい。
【発明の効果】
【００１０】
本発明のホログラムパターン付きフィルムによれば、可視光透過率が高く、且つホログラ
ムパターンの発現が要求されない印刷デザインに対して、その色調を変化させることなく
ホログラムパターンを確実に隠蔽し、さらに、ホログラムパターン層形成前の印刷層及び
ホログラム隠蔽層が形成されたフィルムを、ロールに巻き取る際の皺を防止することがで
きる。　また、本発明のホログラム容器によれば、ホログラムパターンの発現が要求され
ない印刷デザインに対して、その色調を変化させることなくホログラムパターンが確実に
隠蔽され、ホログラムパターンを有する意匠性が向上した印刷デザインに優れたホログラ
ム容器とすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明に係るホログラムパターン付きフィルムの構成を示した断面図である。
【図２】（ａ）従来例の視認状態を示した概略図である。（ｂ）本発明に係るホログラム
パターン付きフィルムの視認状態を示した概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
以下、本発明の実施形態に係るホログラムパターン付きフィルム及びその製造方法につい
て図面を参照しつつ説明する。図１に示すように、本発明のホログラムパターン付きフィ
ルム１０は、基材フィルム１１、印刷層１２Ａ、１２Ｂ、ホログラムパターン層１６、蒸
着層１８、接着層１９の順で形成されており、所定の印刷デザインにおいて可視光透過率
が高く、且つホログラムパターンの発現が要求されない印刷デザイン（印刷層１２Ｂ）上
に、下地インキ層１３、遮光インキ層１４、保護インキ層１５の順でインキを配置する構
成を備える。
【００１３】
基材フィルム１１は透明性を有した材料で構成することが好ましく、例えばポリエチレン
テレフタレートフィルム等のポリエステルフィルム、ナイロン（商標）製のフィルム、Ｏ
ＰＰ（延伸ポリプロピレン）フィルムその他の樹脂製フィルムを用いることができ、特に
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ポリエステルフィルムが機械特性やハンドリングの点で好ましい。
【００１４】
この基材フィルム１１上に、所望の印刷デザインとなるように印刷層１２Ａ、１２Ｂを形
成する。この印刷層１２Ａ、１２Ｂは、例えば、基材フィルム１１が巻き取られた原反を
繰り出しながらグラビア印刷により印刷を施す。
【００１５】
ここで、印刷デザインによっては、白色や淡色等のインキを施した可視光透過率が高い領
域（印刷層１２Ｂ）が存在すると、前述したホログラムパターンの裏写り３２（図２ａ）
が発現してしまう。そこで、この裏写り３２の発現を隠蔽するため、その印刷層１２Ｂの
領域上に、例えばグラビア印刷によりホログラム隠蔽層を構成する下地インキ層１３を形
成する。この下地インキ層１３に用いる下地インキは、印刷デザインを所望の色調にする
ものであれば良く、例えばグラビア印刷で一般的に用いる白色インキが好ましい。
【００１６】
また、この下地インキ層１３を形成した領域上に、遮光を目的に例えばグラビア印刷によ
り、前記下地インキ層１３と同様にホログラム隠蔽層を構成する遮光インキ層１４を形成
する。この遮光インキ層１４に用いる遮光インキは、前述したホログラムパターンの裏写
り３２を発現させない可視光透過率の低いインキであれば良く、例えば、グラビア印刷で
一般的に用いる銀色インキが好ましい。
【００１７】
更に、遮光インキ層１４を形成した領域上に、例えば、グラビア印刷により、前記下地イ
ンキ層１３及び遮光インキ層１４と同様にホログラム隠蔽層を構成する保護インキ層１５
を形成する。この保護インキ層１５に用いる保護インキは、他の領域の基材フィルム１１
や印刷層１２Ａの表面の摩擦抵抗と同程度であればよく、例えばグラビア印刷で一般的に
用いる白色インキが好ましい。そして、前記印刷層１２Ａ、１２Ｂ及びホログラム隠蔽層
を構成する下地インキ層１３、遮光インキ層１４、及び保護インキ層１５は、ホログラム
パターン層１６の形成前に基材フィルム１１に形成され、ロールに巻き取られるが、前記
保護インキ層１５によって銀色インキ等から成る遮光インキ層１４を被覆するため、前記
ロールに巻き取る際に皺を防止することができる。
【００１８】
次いで、ホログラムパターン層１６を形成するが、ホログラムパターン層１６は少なくと
も硬化後に透明性を有する材料であればよく、例えば、熱可塑性樹脂、紫外線硬化型樹脂
、自己硬化型材料を用いることができる。ホログラムパターン層１６は、印刷層１２Ａ、
１２Ｂ及びホログラム隠蔽層を構成する下地インキ層１３、遮光インキ層１４、保護イン
キ層１５）の形成後に、一旦巻き取ったロールを繰り出しながら、例えば、塗布ロールに
よる転写、スプレーによる噴霧、スピンコートすることによって形成する。
【００１９】
そして、このホログラムパターン層１６上にホログラムパターン溝１７を形成するが、ホ
ログラムパターン溝１７は、例えば、別途形成した母型の凹凸状のホログラムパターン溝
を、ホログラムパターン層１６を構成する材料に押圧する等の公知の手段によって形成さ
れ、ホログラムパターン溝１７の形成後、ホログラムパターン層１６の材料に対応した手
段で硬化させることによりホログラムパターン溝１７が定着する。
【００２０】
ここで、母型の形成方法について説明する。例えば、フォトレジストを塗布した乾板にレ
ーザー干渉膜を露光して、その干渉縞の濃度に応じた凹凸のレジストパターンを形成した
後に、これに金属を蒸着して薄膜を形成して導電性を持たせ、その上にニッケルをメッキ
する。次に、このメッキ層を剥離することにより、ニッケル上に微細な凹凸状のホログラ
ムパターンが精密に転写された母型が形成される。
【００２１】
最後に、ホログラムパターン溝１７上に、そのパターン溝に沿って蒸着層１８、例えば、
スパッタリング、ＣＶＤ（ｃｈｅｍｉｃａｌ ｖａｐｏｒ ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）等によ
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ばアルミニウムが好ましい。
【００２２】
以上の工程によりホログラムパターン付きフィルム１０が製造される。このように製造さ
れたホログラムパターン付きフィルム１０において、ホログラム隠蔽層を構成する下地イ
ンキ層、遮光インキ層、保護インキ層の各層の有無によるホログラムパターン付きフィル
ムの参考例を表１に示す。
【００２３】
【表１】

【００２４】
そして、製造されたホログラムパターン付きフィルム１０は、金属缶等の容器２０に接着
されるが、その際、蒸着層１８上に接着剤を塗布して接着層１９を形成し、ホログラムパ
ターン付きフィルム１０を、接着層１９を介して容器２０の外面に接着させる。接着層１
９に用いる接着剤は、任意のものを用いることができるが、ホログラムパターン付きフィ
ルム１０の容器２０への貼着時には硬化せず、かつ、貼着作業後に速やかに硬化するもの
が好ましく、例えば、熱硬化性、熱可塑性、紫外線硬化型、自己硬化型の材料を挙げるこ
とができる。
【００２５】
更に、必要に応じて容器２０の製造工程及び充填製造の生産性を向上させるため、基材フ
ィルム１１の他方の面に、滑り性を向上させる汎用の塗料２１、例えばワニス等を塗布し
ても良い。
【００２６】
本発明の実施形態に係るホログラムパターン付きフィルム１０は、飲料又は食品等の内容
物を収容する容器、特に金属缶に適用されることが好ましいが、容器２０としては、これ
に限定されるものではなく、例えば、プラスチック製容器、紙製容器、ガラス容器にも適
用可能である。
【００２７】
本発明について、前記実施形態を説明したが、本発明は前記実施形態に限定されるもので
はなく、本発明の思想の範囲内において改良または変更が可能である。
【産業上の利用可能性】
【００２８】
本発明のホログラムパターン付きフィルム１０は、容器、特に金属缶に適用でき、白色若
しくは淡色等の可視光透過率の高いインキを用いた領域（インキ層１２Ｂ）において、ホ
ログラムパターンの裏写り３２（図２ａ）の発現を隠蔽し、所望のホログラムパターン３
１（図２ｂ）を発現させ意匠性を高めることができる。
【符号の説明】
【００２９】
１０　ホログラムパターン付きフィルム１１　基材フィルム１２Ａ　印刷層（ホログラム
の発現が要求される印刷デザイン領域若しくは可視光遮光率が高くホログラムが発現しな
い印刷デザイン領域）１２Ｂ　印刷層（ホログラムパターンの裏写りの発現を要求されな
い印刷デザイン領域）１３　下地インキ層１４　遮光インキ層１５　保護インキ層１６　
ホログラムパターン層１７　ホログラムパターン溝１８　蒸着層１９　接着層２０　容器
２１　塗料３１　ホログラムパターン３２　裏写り
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